
 

 

平成２６年３月 

大塚五・六丁目地区の皆様へ 

 

                          文京区 

「不燃化特区及び新たな防火規制の説明会」開催します！ 

文京区では、大塚五・六丁目地区において、燃えない・燃え広がらないまちづくりを

検討しています。昨年は、東京都に対し、大塚五･六丁目地区の不燃化特区指定を目指し

て特区申請を行いました。 

そこで、「不燃化特区制度」及び「新たな防火規制」に関する区の取組みについて、下

記のとおり説明会を開催いたします。ご多用のところ大変恐縮ですが、ぜひご参加くだ

さいますようご案内申し上げます。 

 

「不燃化特区制度」に基づく主な取組 

○積極的な働きかけ  （地区内の不燃化対象住戸の全戸訪問による住民ニーズの把握） 

○戸建て建替え促進助成（地区内の木造建築物の不燃化建替えを促進） 

○老朽建築物除却助成 （地区内の老朽建築物の除却による不燃化の促進） 

○総合相談ステーション設置（地区内の住民・地権者等の様々なニーズにきめ細かく対応） 

○新たな防火規制     （新築にあわせて、建物の不燃化を促進） 

 

●「不燃化特区及び新たな防火規制の説明会」のお知らせ 

 

○日時：平成 2６年３月 2０日(木)                  

午後 7 時～8時 30 分 (開場３０分前)       

○会場：大塚公園集会所 (文京区大塚 4-49-2) 

大塚公園みどりの図書室 2 階 

○内容：不燃化特区制度に基づく主な取組について     

今後の予定について 

    意見交換等 

○地区の皆様のご参加をお待ちしております！ 

○当日は直接会場へお越しください。 

○当日は同封の「不燃化特区及び新たな防火規制の説明会」事前送付資料をご持参ください。 

【担当】文京区 地域整備課まちづくり担当 前田・宇田川・沢田 03-5803-1375

【会場案内図】 


